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申
告
が
始
ま
り
ま
す

申
告
が
必
要
な
か
た

平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
、
秋
田
市
に
住
ん
で

い
て
、
次
の
①
〜
④
の
い
ず
れ
に
あ
て
は
ま
る
か

た税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
か
た
…
確

定
申
告
が
必
要
な
か
た
は
、
広
報
あ
き
た
１
月
16

日
号
12
ペ
ー
ジ
の
「
税
務
署
か
ら
お
知
ら
せ
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い

平成18年度分の市民税・県民税の申告を２月９日(木)から３月15日(水)まで、
各地区の会場（10・11ページ参照）で受け付けます。
１月31日(火)に「平成18年度分市民税・県民税申告書」をお送りしています。

同封している「申告の手引き」をよく読み、正しく記入して申告してください。
申告が必要なかた(下記参照)で、申告書が届かないかたは、お手数でも市民

税課か河辺・雄和市民センター税務班までご連絡ください。

平成18年度分

市
民
税

県
民
税

２月９日(木) ３月15日(水)申告期間

申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
が
不
要
な
か
た

市民税課個人市民税担当tel(８６６)２０５５
河辺市民センター税務班tel(８８２)５１７１
雄和市民センター税務班tel(８８６)５５４０

■
印
鑑
と
申
告
書
…
申
告
書
は
会
場
に
も

用
意
し
て
あ
り
ま
す

■
給
与
、
公
的
年
金
な
ど
の
所
得
が
あ
っ

た
か
た
は
、
平
成
17
年
分
の
源
泉
徴
収

票
■
事
業
や
不
動
産
に
よ
る
所
得
が
あ
っ
た

か
た
は
、
収
入
と
必
要
経
費
な
ど
が
わ

か
る
帳
簿
類
、
領
収
書
な
ど
…
収
支
内

訳
書
で
、
事
前
に
計
算
し
て
く
だ
さ
い

■
農
業
に
よ
る
所
得
が
あ
っ
た
か
た
は
、

農
協
な
ど
か
ら
の
平
成
17
年
産
米
穀
売

渡
証
明
書
と
各
種
証
明
書(

拠
出
金
、

補
償
金
な
ど
記
載
の
も
の)

■
平
成
17
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
健
康
保

険
税(

料)

・
国
民
年
金
保
険
料
・
介
護

保
険
料
の
領
収
書
・
医
療
費
の
領
収
書

と
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額

の
わ
か
る
も
の
、
生
命
保
険
・
損
害
保

険
な
ど
の
控
除
証
明
書

■
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ
る
か
た
は
障

害
者
手
帳(

写
し
で
も
可)

■
配
偶
者
に
所
得
が
あ
っ
た
か
た
は
、
そ

の
所
得
が
わ
か
る
書
類

①
平
成
17
年
中
に
次
の
所
得
が
あ
っ
た
か
た
…

自
営
業
や
農
業
な
ど
の
事
業
に
よ
る
所
得
、

地
代
や
家
賃
な
ど
の
不
動
産
に
よ
る
所
得
、

非
上
場
株
式
の
配
当
所
得
、
生
命
・
損
害
保

険
の
満
期
・
解
約
に
よ
る
一
時
所
得
、
個
人

年
金
・
原
稿
料
・
講
演
料
な
ど
の
雑
所
得
、

土
地
・
建
物
な
ど
の
譲
渡
所
得
な
ど

②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン(
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
を
含

む)

で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
か
た

・
平
成
17
年
中
に
退
職
し
、
そ
の
後
再
就
職
し

て
い
な
い
か
た

・
年
末
調
整
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
り
、
付
け

忘
れ
た
所
得
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
た

③
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
か
た
で
、
所
得

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
た

④
平
成
17
年
中
に
所
得
は
な
い
が
、
税
に
関
す

る
証
明
書
や
申
告
書
の
写
し
が
必
要
な
か
た

申
告
会
場
と
日
程
は
10
ペ
ー
ジ
か
ら

申
告
の
相
談
が
必
要
な
い
か

た
は
、
申
告
書
に
必
要
事
項
を

記
入
、
押
印
し
、
必
要
書
類
を

添
付
の
う
え
、
３
月
15
日
(水)
ま

で
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。

「
郵
送
申
告
」
は
、
申
告
会
場
の

日
程
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
で

も
申
告
で
き
る
の
で
便
利
で
す
。

申告は郵送が便利 ①
公
的
年
金
に
よ
る
所
得
に
対
す
る
、
最

低
140
万
円
の
控
除
を
、
120
万
円
に
引
き

下
げ
ま
し
た

②
年
間
所
得
が
１
千
万
円
以
下
の
か
た
の

老
年
者
控
除
を
廃
止
し
ま
し
た

③
年
間
所
得
が
125
万
円
以
下
の
か
た
の
非

課
税
制
度
を
段
階
的
に
廃
止
し
ま
す

※
詳
し
く
は
「
広
報
あ
き
た
」
12
月
１
日
号
、

ま
た
は
秋
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://

w
w
w
.city.akita.akita.jp/city/fn/pt/)

を
ご

覧
く
だ
さ
い

今
年
か
ら
、
65
歳
以
上
の

か
た
の
制
度
が
変
わ
り
ま
す

高
齢
者
の
控
除
な
ど
が
、
今
年
か

ら
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
65
歳
以
上
で
公
的
年
金

の
収
入
が
250
〜
350
万
円
く
ら
い
の
か

た
だ
と
、
年
間
で
４
万
円
前
後
、
市
・

県
民
税
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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×税率

収
　
　
入

所
　
得

課
税
所
得

所得控除

必要経費
など

＝税額

★

給与所得者のかたは給与所得控除、公的年金等を
受けているかたは公的年金等控除を含みます

パ
ー
ト
な
ど
の
給
与
収
入
の
み
の
場

合
、
そ
の
金
額
が
96
万
５
千
円
以
下

で
あ
れ
ば
、
市
民
税
・
県
民
税
は
か

か
り
ま
せ
ん 配偶者控除や扶養控除などがあり、控除を

申告することで、税額が下がります

市民税のしくみ
知っておきたい

市民税・県民税の所得割は、所得から所得控除を引いた「課税所得」に税率をか
けて出すんだ。だから、同じ収入がある人でも税金の額が違うことがあるんだよ。

・前年中に病院や薬局などに支払った医療費が一定の金額を超えると、超えた分だけ控除されるよ
・通院のために使った電車やバスの料金も含まれるので、日時・経路・運賃をメモしておこう

※健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになりません。また、健康診断
や人間ドック、予防接種、入院時の差額ベッド代は原則、医療費控除の対象外です。

・社会保険料控除には、健康保険税(料)、公的年金の保険料、介護保険料などがあるよ
・前年中に支払った金額全部が対象になるので、領収書などを用意してね

※年金から天引きされている介護保険料は、本人以外は申告できません。

医療費控除

社会保険料控除

所得控除でかしこくやりくり
所得控除は、税金を計算するときにみんなの個人的な事情を考えて、それぞれに

公正な負担になるよう調整する制度なんだ。いろいろある所得控除の要件に当ては
まると、所得金額からその所得控除を差し引くことができるよ。
その中から今回は、みんなに身近な医療費控除と社会保険料控除を説明するよ！

得する！

(所得割額)

だから申告が
大事なんだね！

雪
で
被
害
を

受
け
た
皆
さ
ま
へ

雪
害
に
よ
っ
て
、
住
宅
・
家
財
な
ど
に
被
害
を
受
け
た

と
き
は
、「
雑
損
控
除
」が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

雪
害
に
よ
り
住
宅
や
家
財
な
ど
に
被
害
を
受
け
た

か
た
や
、
や
む
を
得
な
い
支
出
を
し
た
か
た
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
か
た
。

な
お
、
両
方
に
あ
て
は
ま
る
か
た
は
、
い
ず
れ
か

多
い
金
額
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

①﹇
住
宅
・
家
財
の
損
壊
な
ど
に
よ
る
損
失
額
﹈
＋

﹇
災
害
関
連
支
出
﹈
の
金
額
が
、
被
害
を
受
け
た
年

の
所
得
金
額
の
10
分
の
１
を
超
え
る
場
合
、
そ
の

超
え
た
分
の
金
額

②﹇
災
害
関
連
支
出
﹈
の
金
額
が
５
万
円
を
超
え
る

場
合
、
そ
の
超
え
た
分
の
金
額

※
雪
害
に
よ
り
、
市
税
の
納
付
期
限
の
延
長
や
分
割
納
付
を

希
望
さ
れ
る
か
た
は
、
納
税
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

tel(

８
６
６)

２
０
５
８

雪
に
よ
り
損
壊
し
た
住
宅
・
家
財
の
撤
去
や
、
屋
根
の
雪

下
ろ
し
な
ど
の
た
め
の
人
件
費
、
除
雪
機
械
の
借
り
上
げ

料
、
防
護
さ
く(

雪
囲
い)

な
ど

■
被
害
を
受
け
た
資
産
の
明
細(

資
産
内
容
、
取
得
時

期
・
金
額)

が
わ
か
る
も
の

■
被
害
に
よ
り
受
け
る
保
険
金
、
損
害
賠
償
金
、
災
害

見
舞
金
な
ど
の
金
額
が
わ
か
る
も
の

■
「
災
害
関
連
支
出
」
の
金
額
が
わ
か
る
明
細
と
領
収
書

災
害
関
連
支
出
の
範
囲 市

民
税
課tel(

８
６
６)

２
０
５
５

対　　象
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２
月
９
日
(木)

３
月
15
日
(水)

申
告
会
場
と
日
程

申
告
期
間

■各会場とも駐車場に限りがありますので、自家用車でのご来場はご遠慮願います。

市
民
税
・
県
民
税
は
、
前
年
の
所
得(

９
ペ
ー
ジ
参
照)

に
対
し
、
今
年
の
１
月
１
日
現
在
に
お
住
ま
い

の
市
町
村
で
課
税
さ
れ
る
税
金
で
す
。
正
し
い
税
額
を
計
算
す
る
た
め
に
は
、
み
な
さ
ん
の
前
年
の
所

得
と
所
得
控
除
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
期
間
内
の
申
告
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

★
２
月
19
日
・
26
日
の
日
曜
日
に
は
サ
ン
パ
ル
秋
田
で
も
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

河
辺
・
雄
和
地
域
の
か
た
も
ど
う
ぞ
。



税理士がお答えします

確定申告無料相談
給与所得者、年金所得者、小企業の

事業所得者が対象です。所得計算・申
告書作成・改正消費税などの相談に、
税理士が無料で応じます。

東北税理士会tel(832)2331

と　き／２月17日(金)～19日(日)
午前９時～11時と
午後１時～３時に受け付け

ところ／秋田駅トピコ３階会議室
※来場者が多いため、相談　　
時間は１人１時間以内で

定申告をお忘れなく

平成17年分の所得税・贈与税・消費
税(個人事業者)の確定申告は、期限内
に行いましょう。
申告書は秋田南・北税務署、および
下記申告センターで受け付けます。

東北税理士会秋田南支部

と　き／２月17日(金)、
２月27日(月)～３月３日(金)
午前９時～正午、午後１時～４時

ところ／土崎支所

東北税理士会秋田北支部

所得税 ２月16日(木)～３月15日(水)
贈与税 ２月１日(水)～３月15日(水)
消費税(個人事業者) ３月31日(金)まで

確

確定申告の
問い合わせ

秋田南税務署tel(833)5264秋
田北税務署tel(845)1753

申告受付期間

※受付時間や申告の相談など、詳しく
は広報あきた１月16日号12ページを
ご覧ください。

秋田南税務署
申告センター

秋田北税務署
申告センター

県労働会館
「フォーラムアキタ」

セリオン２階
イベントホール

■河辺・雄和地域のかたで昨年の申告時に送付を希望されたかたに、
申告書を送付しています。

広報あきた　２月１日号11


